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(57)【要約】
【課題】立坑と地下トンネルを合流させるに際して、安
全に、効率良く工事ができ、工期の短縮と工事費用の大
幅な削減が可能なトンネル構築方法を提供する。
【解決手段】立坑壁面部材を支持層まで沈設させると共
に、分岐合流部に位置する立坑壁面部材は、通常の立坑
壁面部材の代わりに、後行側シールド掘進機による切削
が可能な切削可能部材を沈設しておく立坑施工工程と、
立坑側の分岐合流部内に中埋材を充填しておく中埋材充
填工程と、後行トンネルを施工しつつ掘進して中埋材及
び立坑側の前記切削可能部材を切削して立坑内に交差進
入する後行トンネル進入施工工程と、分岐合流部の周辺
の地山を改良する地山改良工程と、後行トンネルと立坑
との交差部分を開口すると共に、立坑側及び後行トンネ
ル側の交差する壁面を連通させる壁面連通工程と、を備
えていることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立坑に対して後行トンネルを交差進入させて前記立坑に後行トンネルを分岐合流させる
場合に使用されるトンネル構築方法であって、
　立坑壁面部材を支持層まで沈設させると共に、前記分岐合流部に位置する立坑壁面部材
は、通常の立坑壁面部材の代わりに、後行側シールド掘進機による切削が可能な切削可能
部材を沈設しておく立坑施工工程と、
　立坑側の前記分岐合流部内に中埋材を充填しておく中埋材充填工程と、
　前記後行側シールド掘進機によって後行トンネルを施工しつつ掘進して前記中埋材及び
立坑側の前記切削可能部材を切削して前記立坑内に交差進入する後行トンネル進入施工工
程と、
　前記分岐合流部の周辺の地山を改良する地山改良工程と、
　前記進入した後行トンネルと立坑とが交差する部分の前記後行トンネルの常設セグメン
トを外して前記後行トンネルと立坑との交差部分を開口すると共に、前記立坑側及び後行
トンネル側の交差する壁面を連通させる壁面連通工程と、
を備えていることを特徴とするトンネル構築方法。
【請求項２】
　前記切削可能部材は、炭素繊維強化材と軽量骨材とを含む新素材コンクリート部材であ
ることを特徴とする請求項１に記載のトンネル構築方法。
【請求項３】
　立坑に対して後行トンネルを交差進入させて前記立坑に後行トンネルを分岐合流させる
場合に使用されるトンネル構築方法であって、
　立坑壁面の覆工に際し、覆工体として常設セグメントを前記立坑壁面に配置すると共に
、立坑側の分岐合流部には、後行側シールド掘進機による切削が可能な切削可能セグメン
トを前記常設セグメントの代わりに備えておく立坑施工工程と、
　立坑側の前記分岐合流部内に中埋材を充填しておく中埋材充填工程と、
　前記後行側シールド掘進機によって後行トンネルを施工しつつ掘進して前記中埋材及び
立坑側の前記切削可能セグメントを切削して前記立坑内に交差進入する後行トンネル進入
施工工程と、
　前記分岐合流部の周辺の地山を改良する地山改良工程と、
　前記進入した後行トンネルと立坑とが交差する部分の周辺の前記中埋材を除去すると共
に、前記交差する部分の前記後行トンネル側の常設セグメントを外して前記後行トンネル
と立坑との交差部分を開口し、前記立坑側及び後行トンネル側の交差する壁面を連通させ
る壁面連通工程と、
を備えていることを特徴とするトンネル構築方法。
【請求項４】
　前記切削可能セグメントは、炭素繊維強化材と軽量骨材とを含む新素材コンクリート部
材であることを特徴とする請求項３に記載のトンネル構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地下トンネルと地上からの立坑とを連結したり、地下トンネルと連結する連
絡坑やポンプ室などの作業室を増設するトンネル構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地下トンネルと連結して、（１）地下トンネルに配設された上下水道、電力線あるいは
各種信号線を、地上のものと連結する場合や、（２）連絡坑やポンプ室などの作業室を増
設したりする場合がある。
【０００３】
　そして、（１）地上下水道、電力線あるいは各種信号線を、地下トンネルと地上とで連
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結する場合、従来の施工方法では、図２（ｂ）に示すように、既に構築された地下トンネ
ル（シールドトンネル）２に対して、地上より立坑１をその先端が地下トンネル２外壁近
傍まで施工する。次に、地下トンネル２外壁の一部（常設セグメント）を取り壊して、立
坑１と地下トンネル２を連結する。
【０００４】
　すなわち、立坑１の先端と地下トンネル２外壁との近傍周辺において地盤の改良・防護
を行い、しかる後に地下トンネル２外壁の一部（常設セグメント）を取り外したり、立坑
１の先端を更に切り拡げ、立坑１と地下トンネル２を連結する。なお、地下トンネル２外
壁の一部を取り壊すときには、そこに生じた開口部からの泥土および地下水の流入を防ぐ
ため、予め周辺地山に薬液を注入して地盤改良６をするか、または凍結方法によって固結
させて、壁体取り壊し作業中の地山崩壊を防ぐ必要がある。
【０００５】
　また、（２）連絡坑やポンプ室などの作業室を増設したりする場合、従来工法では、図
３（ｂ）に示すように、既に構築が完成しているトンネル２に対して、地上より立坑１を
その先端がトンネル２外壁近傍まで施工する。なお、立坑１の先端にはポンプ室などの作
業室を構築する空間を設けておく。次に、立坑１外壁の一部と地下トンネル２外壁の一部
とを取り壊して、立坑１とトンネル２を連結抗７を構築する。かかる構築の際、（１）で
述べた地下トンネルと地上とで連結する場合と同様に、地下トンネル２と立坑１から周辺
地盤の改良・防護を行いながら切り拡げ、接続部である連結抗７を構築する。
【０００６】
　ところで、これらの地盤改良６や壁体取り壊し作業、トンネル連結作業はいずれもかな
りの費用がかかる。加えて、上述した地盤改良や壁体の取り壊し作業およびその破壊物の
撤去する作業など非常に手間がかかるため、工期短縮化の妨げとなり、かつ、安全面から
も好ましくない。
【０００７】
　また、従来の工法では、外挿する規模の構造を地下の土水圧の作用の下で施工すること
となり、工期・工費が多大なものになってしまう。このように、一つのトンネルから別の
立坑を分岐させることは、周辺地山の地盤改良に非常に費用がかかり、また、工期短縮の
妨げとなり、かつ安全面においても不安な点があった。
【０００８】
　そこで、先行のトンネルに対して後行のトンネルを直接進行させて先行トンネルに後行
トンネルを分岐合流させる発明が、提案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特許第２７５１６３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１の技術を実施する場合、下記に示す困難な問題がある。
【００１０】
　先ず第１に、後行トンネル用シールドマシンによる掘削、掘進を容易にするための地山
改良を、切削状況に応じて行う効率的かつ経済的な工法が未解決である。
【００１１】
　第２に、立坑（あるいは連結坑）と地下トンネルの分岐合流部では、合流施工に際して
広い占有面積を必要とするが、占有面積を小さくする効率的な工法が未解決である。
【００１２】
　本発明は、前述の課題に鑑みてなされたものであり、立坑（あるいは連結坑）と地下ト
ンネルを合流させるに際して、安全に、効率良く工事ができ、工期の短縮と工事費用の大
幅な削減が可能なるトンネル構築方法を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、前述の課題を解決するために、以下の手段を採用した。
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【００１４】
　すなわち、本発明のトンネル構築方法は、立坑に対して後行トンネルを交差進入させて
前記立坑に後行トンネルを分岐合流させる場合に使用されるトンネル構築方法であって、
　立坑壁面部材を支持層まで沈設させると共に、前記分岐合流部に位置する立坑壁面部材
は、通常の立坑壁面部材の代わりに、後行側シールド掘進機による切削が可能な切削可能
部材を沈設しておく立坑施工工程と、
　立坑側の前記分岐合流部内に中埋材を充填しておく中埋材充填工程と、
　前記後行側シールド掘進機によって後行トンネルを施工しつつ掘進して前記中埋材及び
立坑側の前記切削可能部材を切削して前記立坑内に交差進入する後行トンネル進入施工工
程と、
　前記分岐合流部の周辺の地山を改良する地山改良工程と、
　前記進入した後行トンネルと立坑とが交差する部分の前記後行トンネルの常設セグメン
トを外して前記後行トンネルと立坑との交差部分を開口すると共に、前記立坑側及び後行
トンネル側の交差する壁面を連通させる壁面連通工程と、
を備えていることを特徴とする。
【００１５】
　なお、前記切削可能部材は、炭素繊維強化材と軽量骨材とを含む新素材コンクリート部
材である構成も本発明に含まれる。
【００１６】
　この構成によれば、立坑の分岐合流部に切削可能部材を設置しておき、後行トンネルを
切削貫入させることで、連結する構造の寸法を最小化でき、構造の安全と工期・工費の縮
減を図ることができる。なお、炭素繊維強化材は、炭素繊維を用いた繊維強化プラスチッ
ク（ＣＦＲＰ＝Carbon Fiber Reinforced Plastics）であり、例えば、炭素繊維強化材を
格子材としたものを使用する。また、前記切削可能部材には、大割防止策として、格子材
のかぶりを小さくしたり、炭素以外の繊維材の混入や繊維シートの貼付を行うことがある
。また、切削可能部材は、カーボン繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、またはビニロンの
うちのいずれかを樹脂に含浸してなる棒状、板状、Ｌ形、Ｔ形、溝形、円筒、角筒等の成
形材または、その短いファイバーまたはスチールファイバーを用いて補強したコンクリー
ト構造としてもよい。更に、軽量骨材としては、焼成粘土のような人工骨材、火山礫およ
びその加工品、膨脹スラグ、石炭殻およびその加工品が用いられる。
【００１７】
　また、本発明のトンネル構築方法は、立坑に対して後行トンネルを交差進入させて前記
立坑に後行トンネルを分岐合流させる場合に使用されるトンネル構築方法であって、
　立坑壁面の覆工に際し、覆工体として常設セグメントを前記立坑壁面に配置すると共に
、立坑側の分岐合流部には、後行側シールド掘進機による切削が可能な切削可能セグメン
トを前記常設セグメントの代わりに備えておく立坑施工工程と、
　立坑側の前記分岐合流部内に中埋材を充填しておく中埋材充填工程と、
　前記後行側シールド掘進機によって後行トンネルを施工しつつ掘進して前記中埋材及び
立坑側の前記切削可能セグメントを切削して前記立坑内に交差進入する後行トンネル進入
施工工程と、
　前記分岐合流部の周辺の地山を改良する地山改良工程と、
　前記進入した後行トンネルと立坑とが交差する部分の周辺の前記中埋材を除去すると共
に、前記交差する部分の前記後行トンネル側の常設セグメントを外して前記後行トンネル
と立坑との交差部分を開口し、前記立坑側及び後行トンネル側の交差する壁面を連通させ
る壁面連通工程と、
を備えていることを特徴とする。
【００１８】
　なお、前記切削可能部材は、炭素繊維強化材と軽量骨材とを含む新素材コンクリート部
材である構成も本発明に含まれる。
【００１９】
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　この構成によれば、立坑の切削可能セグメントを含む覆工体に後行トンネルを切削貫入
させることで、連結する構造の寸法を最小化でき、構造の安全と工期・工費の縮減を図る
ことができる。なお、炭素繊維強化材は、炭素繊維を用いた繊維強化プラスチック（ＣＦ
ＲＰ＝Carbon Fiber Reinforced Plastics）であり、例えば、炭素繊維強化材を格子材と
したものを使用する。また、前記切削可能セグメントには、セグメントの大割防止策とし
て、格子材のかぶりを小さくしたり、炭素以外の繊維材の混入や繊維シートの貼付を行う
ことがある。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、立坑に対して後行トンネルを合流させるに際して、安全に、効率良く
工事ができ、工期の短縮と工事費用の大幅な削減が可能で、種々の合流角度にも対応でき
るトンネル構築方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための最良の形態を例示的に詳しく説明す
る。尚、以下の説明では、図１に示すように、先行して掘削した立坑１に対して水平に近
い進入角度で後行トンネル２を後行掘進して分岐合流を図る場合について説明する。
［実施例１］
　図２（ａ）は本発明に係るトンネル構築方法の実施例１を説明するための断面側面図、
図２（ｂ）は従来のトンネル構築方法を説明するための断面側面図である。
【００２２】
　図２（ａ）において、立坑１は、現場作成の躯体構造物（筒状の構造物）を支持層まで
沈設させるケーソン工法（例えば、オープンケーソン工法）で施工されたものである。立
坑１は、立坑壁面の覆工に際し、立坑壁面に覆工体として現場作成の躯体構造物４を配置
する。また、立坑１は、立坑側の分岐合流部には、後行側シールド掘進機（図示せず）の
切削が可能な切削可能部材３を躯体構造物４の通常の部材の代わりに備えておく（立坑施
工工程）。
【００２３】
　また、立坑施工工程において、切削可能部材３は、細径の炭素繊維強化材と軽量骨材と
を含む新素材コンクリート部材である。
【００２４】
  なお、炭素繊維強化材は、炭素繊維を用いた繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ＝Carbon
 Fiber Reinforced Plastics）であり、炭素繊維強化材を格子材としたものを使用する。
また、切削可能部材３には、大割防止策として、格子材のかぶりを小さくしたり、炭素以
外の繊維材の混入や繊維シートの貼付を行うことがある。また、切削可能部材３は、カー
ボン繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、またはビニロンのうちのいずれかを樹脂に含浸し
てなる棒状、板状、Ｌ形、Ｔ形、溝形、円筒、角筒等の成形材または、その短いファイバ
ーまたはスチールファイバーを用いて補強したコンクリート構造としてもよい。更に、軽
量骨材としては、焼成粘土のような人工骨材、火山礫およびその加工品、膨脹スラグ、石
炭殻およびその加工品が用いられる。
【００２５】
　また、立坑施工工程において、切削可能部材３は、掘進速度を更に早めるために、シー
ルド掘進機が切削する切削面に目荒らし凹凸加工を施してもよい。
【００２６】
　次に、ケーソン工法で施工された立坑１に穴内に中埋材５を充填する。この中埋材５は
、例えば施工時に発生する土砂を用いる。この中埋材（土砂）５の量は、切削可能部材３
を配置した位置を高さ方向で超えてプレキャスト躯体構造物４側に達するまで埋め戻す（
中埋材充填工程）。
【００２７】
　次に、後行側シールド掘進機によって後行トンネル２を施工しつつ掘進して中埋材５及
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び立坑側の切削可能セグメント３を切削して立坑内に交差進入する（後行トンネル進入施
工工程）。
【００２８】
　次に、符号６に示す分岐合流部の周辺の地山を改良する（地山改良工程）。
【００２９】
　次に、後行トンネル２と立坑１との交差部周辺の中埋材５を除去し、前記交差部分の常
設セグメント１０を外して開口し、立坑側及び後行トンネル側の交差する壁面を連通させ
る（壁面連通工程）。
【００３０】
　次に、連通する壁面部分に鉄筋等の補強材を配し、その部分にコンクリートを打設する
ことにより、周囲の土圧に耐え得る壁体の主要部を築造する。
【００３１】
　この実施例１によれば、立坑１の切削可能部材３を含む覆工体に後行トンネル２を切削
貫入させることで、連結する構造の寸法を最小化でき、構造の安全と工期・工費の縮減を
図ることができる。
【００３２】
　なお、実施例１の切削可能部材３はセグメント形式の切削可能セグメントであってもよ
い（セグメント形式の切削可能セグメントについては後述する実施例２，３で説明する）
。
［実施例２］
　図３（ａ）は本発明に係るトンネル構築方法の実施例２を説明するための断面側面図、
図３（ｂ）は従来のトンネル構築方法を説明するための断面側面図である。
【００３３】
　図３（ａ）において、立坑１は、プレキャスト躯体構造物（筒状の構造物）を支持層ま
で沈設させるケーソン工法（例えば、オープンケーソン工法）で施工されたものである。
立坑１は、立坑壁面の覆工に際し、立坑壁面に覆工体として常設セグメント４を配置する
。立坑１は、その下部にポンプ室などの作業空間１ａが予め設けられている。そして、作
業空間１ａの上部に分岐合流部が設けられている。また、立坑１は、立坑側の分岐合流部
には、後行側シールド掘進機（図示せず）の切削が可能な切削可能部材（例えば、セグメ
ント形式の切削可能セグメント）３を常設セグメント４の代わりに備えておく（立坑施工
工程）。
【００３４】
　なお、切削可能部材（切削可能セグメント）３の材質や、切削面に目荒らし凹凸加工を
施してあることは実施例１と同様なのでその説明を省略する。
【００３５】
　次に、ケーソン沈設工法で施工された立坑１に穴内に中埋材５を充填する。この中埋材
（土砂）５の量は、切削可能セグメント３を配置した位置を高さ方向で超えて常設セグメ
ント４側に達するまで埋め戻す（中埋材充填工程）。
【００３６】
　次に、後行側シールド掘進機によって後行トンネル２を施工しつつ掘進して中埋材５及
び立坑側の切削可能セグメント３を切削して立坑内に交差進入する（後行トンネル進入施
工工程）。
【００３７】
　次に、後行トンネル２と立坑１との交差部周辺の中埋材５を除去し、前記交差部分の常
設セグメント１０を外して開口し、立坑側及び後行トンネル側の交差する壁面を連通させ
る（壁面連通工程）。
【００３８】
　次に、連通する壁面部分に鉄筋等の補強材を配し、その部分にコンクリートを打設する
ことにより、周囲の土圧に耐え得る壁体の主要部を築造する。
【００３９】
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　次に、この実施例２の比較例である従来工法を、図３（ｂ）に基づいて説明する。すな
わち、既に構築が完成しているトンネル２に対して、地上より立坑１をその先端がトンネ
ル２外壁近傍まで施工する。次に、トンネル２外壁の一部を取り壊して、立坑１とトンネ
ル２を連結抗７を構築する。すなわち、トンネル２と立坑１から周辺地盤の改良・防護を
行いながら切り拡げ、接続部である連結抗７を構築する。
【００４０】
　連結する際において、トンネル２外壁の一部を取り壊すときには、そこに生じた開口部
からの泥土および地下水の流入を防ぐため、予め周辺地山に薬液を注入して地盤改良６を
するか、または凍結方法によって固結させて、壁体取り壊し作業中の地山崩壊を防ぐ必要
がある。
【００４１】
　これらの地盤改良６や壁体取り壊し作業、トンネル連結作業はいずれもかなりの費用が
かかる。加えて、上述した地盤改良や壁体の取り壊し作業およびその破壊物の撤去する作
業など非常に手間がかかるため、工期短縮化の妨げとなり、かつ、安全面からも好ましく
ない。
【００４２】
　しかし、この実施例２によれば、立坑１の切削可能セグメント３を含む覆工体に後行ト
ンネル２を切削貫入させることで、連結する構造の寸法を最小化でき、構造の安全と工期
・工費の縮減を図ることができる。
［実施例３］
　図４（ａ）は本発明に係るトンネル構築方法の実施例３を説明するための断面側面図、
図４（ｂ）は従来のトンネル構築方法を説明するための断面側面図である。
【００４３】
　図４（ａ）において、立坑１は、プレキャスト躯体構造物（筒状の構造物）を支持層ま
で沈設させるケーソン工法（例えば、オープンケーソン工法）で施工されたものである。
立坑１は、立坑壁面の覆工に際し、立坑壁面に覆工体として常設セグメント４を配置する
。立坑１は、その下部に水中コンクリート８による補強が予め設けられている。そして、
水中コンクリート８の上部に分岐合流部が設けられている。また、立坑１は、立坑側の分
岐合流部には、後行側シールド掘進機（図示せず）の切削が可能な切削可能セグメント３
を常設セグメント４の代わりに備えておく（立坑施工工程）。なお、切削可能セグメント
３の材質や、切削面に目荒らし凹凸加工を施してあることは実施例１と同様なのでその説
明を省略する。
【００４４】
　次に、ケーソン工法で施工された立坑１の穴内に中埋材５を充填する。この中埋材（土
砂）５の量は、切削可能セグメント３を配置した位置を高さ方向で超えて常設セグメント
４側に達するまで埋め戻す（中埋材充填工程）。
【００４５】
　次に、後行側シールド掘進機によって後行トンネル２を施工しつつ掘進して中埋材５及
び立坑側の切削可能セグメント３を直交状態で切削して立坑内に交差進入する（後行トン
ネル進入施工工程）。
【００４６】
　次に、交差部周辺の中埋材５を除去し、前記交差部分の後行トンネル２の下側の常設セ
グメント１０を外して開口し、後行トンネル２の下側部分の立坑側及び後行トンネル２の
下側の交差する壁面を連通させる（壁面連通工程）。
【００４７】
　次に、連通する壁面部分に鉄筋等の補強材を配し、その部分にコンクリートを打設する
ことにより、周囲の土圧に耐え得る壁体の主要部を築造する。また、後行トンネル２の上
側部分の立坑１は、その穴内に中埋材（土砂）５を充填し、地上に達するまで埋め戻す。
【００４８】
　次に、この実施例３の比較例である従来工法を、図４（ｂ）に基づいて説明する。すな
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工する場合を示す。この比較例では、トンネル２から拡幅工事を行って覆工９を構築する
。すなわち、トンネル２内から周辺地盤の改良・防護を行いながら切り拡げ、拡幅工事を
行って覆工９を構築する。なお、覆工９を構築する際において、トンネル２外壁の一部を
取り壊すときには、そこに生じた開口部からの泥土および地下水の流入を防ぐため、予め
周辺地山に薬液を注入して地盤改良６をするか、または凍結方法によって固結させて、壁
体取り壊し作業中の地山崩壊を防ぐ必要がある。
【００４９】
　そして、これらの地盤改良６や壁体取り壊し作業、トンネル連結作業はいずれもかなり
の費用がかかる。加えて、上述した地盤改良や壁体の取り壊し作業およびその破壊物の撤
去する作業など非常に手間がかかるため、工期短縮化の妨げとなり、かつ、安全面からも
好ましくない。
【００５０】
　しかし、この実施例３によれば、立坑１の切削可能セグメント３を含む覆工体に後行ト
ンネル２を切削貫入させることで、連結する構造の寸法を最小化でき、構造の安全と工期
・工費の縮減を図ることができる。
【００５１】
　なお、前述の実施例１～３では、立坑１を、現場製作の躯体構造物（あるいはプレキャ
スト躯体構造物：筒状の構造物）を支持層まで沈設させるケーソン工法（例えば、オープ
ンケーソン工法）で施工されたものとして説明したが、本発明の立坑はオープンケーソン
工法に限定されるものではなく、ニューマチック工法であっても、圧入式ＰＣケーソン工
法であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、シールド工法を用いたトンネル掘削において、シールドトンネルの内側から
立坑を分岐させようとする場合、例えば、上下水道や電力線や各種信号線で、地下トンネ
ルと地上を結ぶ場合、地下トンネルと地上を結ぶ立坑を複数箇所施工する立坑に対して後
行トンネルを斜めに進入させて立坑に後行トンネルを合流させる場合に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明のトンネル構築方法の概略を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施例１と比較例を説明するための断面側面図である。
【図３】本発明の実施例２と比較例を説明するための断面側面図である。
【図４】本発明の実施例３と比較例を説明するための断面側面図である。
【符号の説明】
【００５４】
１　立坑
２　後行トンネル
３　切削可能部材（切削可能セグメント）
４　躯体構造物（常設セグメント）
５　中埋材
６　地山改良剤
７　連結杭
８　水中コンクリート
９　覆工
１０　常設セグメント（後行トンネル側）
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